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令和６年第 12 回佐伯市教育委員会会議録 

 

１ 日 時   令和６年 10 月 24 日（木） 

        開会 15 時 30 分  閉会 15 時 53 分 

２ 場 所   佐伯教育市民ホール「まな美」 第１市民活動室 

３ 出席者の氏名 

教育長 宗岡 功 

委 員 平井 國政         委 員 山口 清一郎 

委 員 藤崎 郁          委 員 廣田 有加 

４ 事務局 

  教育部長 久々宮 克也 

教育総務課長（以下「教総課長」という。） 安部 洋子 

学校教育課長（以下「学教課長」という。） 柳井 慎也     

社会教育課長 丸山 純一 

体育保健課長（以下「体保課長」という。） 藤原 直也 

体育保健課学校給食係総括主幹 甲斐 宏一 

本日の書記  総括主幹 神田 弘子  副主幹 多田 健二 

５ 付議した議案   ５件 

６ 報告事項等    １件 

７ その他      ０件 

８ 傍聴人      ０人 

 

開会・点呼 

 

教育長   第 12 回教育委員会会議を開会するに当たり委員の出席確認をいたします。 

      本日は、全委員が出席です。 

 

教育長   それでは、ただいまから令和６年第 12 回教育委員会会議を開きます。 

 

前回会議録の承認 

 

教育長   前回の教育委員会会議の会議録の署名委員は、藤崎委員にお願いいたします。 

また、今回の会議録の作成は、事務局職員のうちから多田が行います。 

 

教育長の報告 

 

  なし 

 

会期の決定 
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教育長   本日の会議は、お手元の次第のとおりです。会議の終了は、16 時 30 分を予定し

ています。 

 

教育長   はじめに、会議は原則として公開することとなっていますが、会議を公開しない

ことについてお諮りいたします。議案第 42 号は個人情報を含む案件のため、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第７項ただし書の規定により、これを

公開しないことについて委員の皆さんにお諮りいたします。議案第 42 号は公開し

ないということでよろしいでしょうか。 

 

各委員   （全委員から「はい」との同意あり。） 

 

教育長   それでは、議案第 42 号は、非公開とします。 

 

教育長   本日の議事等進行は、初めに公開による議事、議案第 38 号から議案第 41 号まで

及びその他（報告事項等）を先に行い、次に非公開による議事、議案第 42 号を行い

ます。 
 
議   事 
 
【議 案】 

議案第 38 号 佐伯市立小学校の廃止の決定について 
議案第 39 号 佐伯市立中学校の廃止の決定について 
議案第 40 号 学校給食センターの廃止の決定について 
議案第 41 号 佐伯市教育委員会文書管理規程の一部改正について 
議案第 42 号 校区外就学について 

 
議案第 38 号 佐伯市立小学校の廃止の決定について 
議案第 39 号 佐伯市立中学校の廃止の決定について 

 
教育長   それでは議案第 38 号佐伯市立小学校の廃止の決定について及び議案第 39 号佐伯

市立中学校の廃止の決定についてを一括して、安部教育総務課長が説明いたします。 
 
教総課長  議案第 38 号佐伯市立小学校の廃止の決定について及び議案第 39 号佐伯市立中学

校の廃止の決定について、説明させていただきます。 
議案第 38 号は、令和７年度から大入島小学校及び大島小学校を佐伯東小学校に、

蒲江翔南小学校深島分校を蒲江翔南小学校に統合することに伴い大入島小学校、大

島小学校及び蒲江翔南小学校深島分校の廃止を決定するに当たり、佐伯市教育委員

会教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第３号の規定に基づき、教

育委員会の承認を求めるものであります。 
議案第 39 号につきましては、令和７年度から大入島中学校及び大島中学校を鶴
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谷中学校に、深島中学校を蒲江翔南中学校に統合することに伴い大入島中学校、大

島中学校及び深島中学校の廃止を決定するに当たり、議案第 38 号と同様に教育委

員会の承認を求めるものであります。 
廃止を決定する小学校、中学校につきましては、資料に記載していますが、小学

校が３校、中学校が３校です。次に、今回、それぞれの小・中学校を廃止しようと

する理由につきまして説明させていただきます。まず１点目として、各離島の保護

者及び地区住民から各小・中学校の廃止及び統合について合意を得たことでありま

す。これまでの地区や保護者への対応につきましては、何度かこの場にて御報告さ

せていただいておりますので、詳細につきましては説明を省略させていただきます

が、各離島とも、児童・生徒又は未就学児の保護者や区長をはじめ、区長会や地域

コミュニティ協議会に対し、説明や意見聴取を行い、保護者と地区から各小・中学

校を統廃合することについて合意を得たところであります。２点目としましては、

各小・中学校は休校となり長期間経過していますが、その間、復校することもなく、

また、現在の児童・生徒等の状況を踏まえると今後も復校が見込めないことであり

ます。各離島の児童・生徒等の状況につきましては資料に記載していますが、各離

島とも、今後、現状のままでは入学する児童などが見込めないといった状況です。

次に、３点目としまして、「佐伯市における適正規模の考え方」に照らし、各離島の

児童・生徒等の状況を見た場合、教育活動の充実を図ることが困難であることです。

現在、本市における適正規模の考え方は、「小学校は複式によらない最少人数での６

学級以上、中学校は３学級以上を標準とする」としていますが、先ほど説明しまし

たように現在の各離島の状況では、仮に復校したとしても教育活動の充実を図るこ

とは困難な状況であると考えています。４点目としまして、離島という特殊条件で

はあるが、大入島観光フェリー、本市が運営している蒲江・深島航路などの定期船

を利用しながら、保護者等の対応もあり、各離島から島外の学校への通学が行われ

てきていること、また、タブレットを活用した遠隔授業などの対応も行われている

ことであります。これまで離島の学校につきましては、離島という特殊条件を考慮

しながら慎重に適正配置を検討してきたところではありますが、現状では、島外の

小・中学校への通学が行えている状況であり、また学習環境が整備されてきた状況

であります。最後に、５点目としましては、各学校の施設は休校が長期化している

ことから、老朽化への対応、耐震性能の確保など、復校する場合など学校としての

機能を維持する場合は、大規模な整備を要することであります。 
これらの理由から、今年度末をもって資料に記載しています小・中学校を廃止し

ようとするものであります。 
各小・中学校の統合先につきましては、大入島小学校と大島小学校は佐伯東小学

校へ、蒲江翔南小学校深島分校は蒲江翔南小学校へ、大入島中学校と大島中学校は

鶴谷中学校へ、深島中学校は蒲江翔南中学校へ統合することとします。各小・中学

校への統合に伴い通学区域が変更となりますが、その変更につきましては、資料に

記載していますので御覧ください。 
この統合先や通学区域の変更につきましては、本年９月に佐伯市立学校通学区域

審議会に諮問を行い、当該審議会から答申を受け、その答申を尊重して設定したも
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のとなっています。 
最後に、今後のスケジュールをご覧ください。この教育委員会において、資料に

記載しています小・中学校の廃止が決定しましたら、令和６年 12 月佐伯市議会定

例会に佐伯市立小学校の設置に関する条例及び佐伯市立中学校の設置に関する条

例の一部改正に係る議案を提出し、市議会において可決されれば、今年度末をもっ

て各小・中学校を廃止・統合することとなります。 
以上をもちまして、議案第 38 号佐伯市立小学校の廃止の決定について及び議案

第 39 号佐伯市立中学校の廃止の決定についての説明を終わります。 
 
教育長   説明のありました議案について審議を行います。御質問、御意見のある方はお願

いいたします。 
 
教育長   それでは議案第 38 号及び議案第 39 号の承認についてお諮りいたします。それぞ

れ提案のとおり承認してよろしいでしょうか。 
 
各委員   （全委員から「はい」との同意あり。） 

 
教育長   議案第 38 号及び議案第 39 号については、それぞれ提案どおり承認します。 
 

議案第 40 号 学校給食センターの廃止の決定について 
 
教育長   続きまして議案第 40 号学校給食センターの廃止の決定について、藤原体育保健

課長が説明いたします。 
 
体保課長  議案第 40 号は、学校給食センターの廃止を決定することについて、教育委員会

の承認を求めるものです。 
廃止を決定する学校給食センターについては、佐伯市大字石間浦 1087 番地２、

佐伯市大入島学校給食センターです。廃止年月日は、令和７年４月１日。理由につ

きましては、令和７年度から大入島小学校を佐伯東小学校に、大入島中学校を鶴谷

中学校に統合することに伴い、佐伯市大入島学校給食センターの廃止を決定したい

ので提出するものです。 
 
教育長   ただいま説明のありました議案について、審議を行います。御意見、御質問のあ

る方は、お願いいたします。先ほどの議案に連動した部分ということになります。 
 
教育長   よろしいですか。 
 
教育長   それでは、議案第 40 号の承認についてお諮りいたします。議案第 40 号について、

提案のとおり承認してよろしいでしょうか。 
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各委員   （全委員から「はい」との同意あり。） 

 
教育長   議案第 40 号については、提案どおり承認します。 
 

議案第 41 号 佐伯市教育委員会文書管理規程の一部改正について 
 
教育長   続いて議案第 41 号佐伯市教育委員会文書管理規程の一部改正について、柳井学

校教育課長が説明いたします。 
 
学教課長  この議案は、佐伯市教育委員会文書管理規程の一部改正について、佐伯市教育委

員会教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第２号の規定に基づき、

教育委員会の承認を求めるものであります。 
この議案は、令和６年度末をもって佐伯幼稚園、下堅田幼稚園、上堅田幼稚園を

廃止することに伴い、廃止となる幼稚園が使用する文書記号に係る規定を削除しよ

うとするものであります。 
改正の内容につきましては、別表第１（第３条関係）に公文書発送の際に用いる

文書記号が規定されておりますが、この別表から今回廃止となる幼稚園の名称及び

文書記号を削除することが改正の内容となります。 
以上で、佐伯市教育委員会文書管理規程の一部改正についての説明を終わります。 

 
教育長   ただいま説明のありました議案について、審議を行います。御質問、御意見のあ

る方は、お願いいたします。幼稚園の廃止については、先の議会で決定済みです。 
 
教育長   よろしいでしょうか。 
 
教育長   それでは、議案第 41 号の承認についてお諮りいたします。議案第 41 号について、

提案のとおり承認してよろしいでしょうか。 
 
各委員   （全委員から「はい」との同意あり。） 

 
教育長   議案第 41 号については、提案どおり承認します。 
 
報告事項等 
 ・次回教育委員会までの主要行事（スケジュール）について 
 
教育長   それでは、先に非公開と決定しました議事を行います。関係者のみ在席とし、そ

の他の課長、傍聴人は退室をしてください。 
 
議   事 
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議案第 42 号 校区外就学について 
 
教育長   それでは、議案第 42 号校区外就学について、柳井学校教育課長が説明いたしま

す。 
 
      ＝非公開＝ 
       
      ＝資料を説明＝ 
 
      ＝原案のとおり承認＝ 
 
教育長   それでは、令和６年第 12 回教育委員会会議を閉会いたします。  
 
                            終了 15 時 53 分 
 


